
みらい 通 信みらい 通 信

　令和８年４月１日以降、新たに準備金を活用して農用地を取得する場合、以下の要件を満たす必要があり
ます。
積立て時
　地域計画の区域内で準備金活用者が将来取得予定である農用地が対象となります。
　※　上記以外の場合、積立てはできなくなります。
農用地の取得時
　地域計画に準備金活用者が利用するものとして定められている農用地（地番等で特定した農用地）が
対象となります。
　※　地域計画で確認できない場合は対象外となります。

申請時に必要な新たな確認事項及び添付資料（検討中）

経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に農業経営の基盤強化（農用地、農業用機械・施設等
の取得）を図る取組を税制面で支援します。

農業経営基盤強化準備金制度の
改正内容のお知らせ

対象農用地の範囲の変更（令和８年度から適用）

連絡先：東北農政局青森県拠点　地方参事官室　電話：０１７－７７５－２１５１

■ 東北農政局 青森県拠点からのお知らせ

農業経営基盤強化準備金制度についてはこちら　☞

89 2026.3


